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１． 情報流通を進めるために、行政の中で議論されていることを、議事のなかで情報提供

　　してほしい

　⇒　次回以降、報告します

２． 今回の条例の位置付けについて、自治基本条例も含めた体系的な位置付けを、行政の

意見として整理してほしい。

　⇒　今回の条例の位置付けについて、自治基本条例も含めた体系のなかで整理し、次回

　　第９，１０回部会（9/21）に資料として提示します。

３． 条例内容をイメージしたわかりやすい資料づくりを行うべきである。

　⇒　内海部会長にご相談のうえ、次回第９，１０回部会（9/21）のたたき台資料として、

　　条例内容をイメージした資料を準備します。なお、内容は、わかりやすいものとなる

　　よう努めます。

４． 資料４－１考え方⑤「市民活動の活性化を促す仕組み」について、「幅広い世代や立

場の人たちが活躍できるような仕組みとする」は、「社会的な活動に参加」ぐらいの

表現が妥当かと思う。

　⇒　「社会的な活動に参加」という表現に修正します。

　


